
第 33 回日本分子腫瘍マーカー研究会世話人会議事録	 

（平成 25 年 10 月 2 日	 於	 パシフィコ横浜）	 

1.	 第 32 回世話人会決定事項確認	 

1）第 33 回当番世話人の件	 

	 菅野康吉	 先生（栃木県立がんセンター研究所）を承認した。	 

2）第 34 回当番世話人の件	 

門田卓士	 先生（NTT 西日本大阪病院	 外科）を承認した。	 

3）新幹事推薦の件	 

	 	 伊東文生	 先生（聖マリアンナ医科大学）	 

	 	 島田英昭	 先生（東邦大学）	 

	 	 山田哲司	 先生（国立がん研究センター研究所）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

以上を承認した。	 

4）新世話人推薦の件	 

	 	 加藤	 直也	 先生（東京大学医科学研究所	 疾患制御ゲノム医学ユニット）	 

	 	 後藤	 典子	 先生（東京大学医科学研究所	 先端医療研究センター）	 

	 	 鈴木	 	 拓	 先生（札幌医科大学	 分子生物学）	 

	 	 深澤	 一雄	 先生（独協医科大学	 産婦人科）	 

	 	 山下	 継史	 先生（北里大学医学部	 外科）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

以上を承認した。	 

５）世話人退任の件	 

	 	 矢澤	 伸	 先生、稲葉憲之	 先生、日野田裕治	 先生	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

以上を承認した。	 

	 6）特別会員推薦の件	 

	 	 日野田裕治	 先生	 を承認した。	 	 	 

2.	 平成 24 年度庶務報告	 

1）	 幹事	 	 	 	 8 名	 

	 	 監事	 	 	 	 2 名	 

	 	 世話人	 	 	 40 名	 

	 	 名誉会員	 	 	 21 名	 

	 	 特別会員	 	 	 	 6 名	 

	 	 一般会員	 	 159 名	 

	 

	 	 賛助会員	 	 	 14 社	 	 	 	 	 	 	 

総会員数	 	 236 名	 	 	 	 （平成 25 年 9 月 10 日現在）	 

	 

2）世話人幹事会開催	 平成 25 年 2 月 7 日	 

以上を承認した。	 

3.	 会計報告	 	 

1）平成 24 年度収支決算報告を承認した。	 

2）平成 25 年度予算案を承認した。	 

	 

4．第 32 回日本分子腫瘍マーカー研究会	 補助金に関する会計報告の件	 

	 第 32 回当番世話人	 伊東文生先生より報告された。	 

5.	 次期（第 34 回）当番世話人の件	 

門田卓士	 先生（NTT 西日本大阪病院	 外科）より、平成 26 年 9 月 24 日（水）にパシフィコ横浜

（予定）にて開催されることが報告された。	 



6.	 次々期（第 35 回）当番世話人推薦の件	 

	 横崎	 宏	 先生（神戸大学	 病理学・微生物学講座）が承認された。	 

7．新世話人推薦の件	 

	 朝長	 毅	 先生（医薬基盤研究所	 プロテオームリサーチプロジェクト）	 	 

	 日比健志	 先生（東海中央病院	 外科）	 

	 松下一之	 先生（千葉大学大学院医学研究院	 分子病態解析学）	 

	 源	 利成	 先生（金沢大学がん進展制御研究所	 腫瘍制御研究分野）	 	 

	 三森功士	 先生（九州大学病院別府病院	 外科）	 

	 山本博幸	 先生（聖マリアンナ医科大学	 消化器・肝臓内科	 ）	 

	 渡邉聡明	 先生（東京大学医学部	 腫瘍外科）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 以上が承認された。	 

	 	 	 	 

8.	 世話人退任の件	 

定年制：岩崎	 宏	 先生	 宇田川康博	 先生，	 	 	 	 以上が承認された。	 

9	 特別会員推薦の件	 

	 宇田川康博	 先生が承認された。	 

	 

10.	 第 33 回研究会奨励賞選考委員の報告	 

	 委員長	 ：菅野康吉	 先生	 

	 副委員長	 ：横崎	 宏	 先生	 

	 委員	 ：加藤直也	 先生	 

	 國安弘基	 先生	 

	 	 	 門田卓士	 先生	 

	 

11.	 会則及び施行細則の変更の件	 

	 会則第 5 条の変更に関し議論され、下記の通り変更が承認された。	 	 

	 	 会則第 5 条（役員）	 

	 	 現行：本会に次の役員をおく。	 

	 	 	 世話人幹事	 若干名	 

	 	 	 世	 話	 人	 若干名	 

	 	 	 監	 	 	 事	 若干名	 

	 

	 	 改定：本会に次の役員をおく。	 

	 	 	 代表幹事	 	 一名	 

	 	 	 世話人幹事	 若干名	 

	 	 	 世	 話	 人	 若干名	 

	 	 	 監	 	 	 事	 若干名	 

	 	 	 2、代表幹事の任期は 2年とし、世話人幹事の中から推挙され世話人会で決定する。	 

	 	 	 3、代表幹事には 65 歳の役員定年制を適用しない。	 

	 	 

12.	 今井浩三代表幹事	 再任の件	 

	 会則第 5 条の変更承認に伴い、今井浩三代表幹事の再任が承認された。	 

	 

13．その他	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

2013 年 3 月に行った「世話人会開催時間に関するアンケート」結果について、今回は例年通り 12:00

から 13:00 の時間帯での開催希望が多数であったが、次回以降はまた主催校の意向により検討する

ことが事務局より報告された。	 

	 以上	 


